
「『協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第５条の３の考え方』（高齢顧客への勧誘による販

売に係るガイドライン）」の一部改正（案）に関するパブリック・コメントの結果について 

平成 28 年９月 20 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

本協会では、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第５条の３の考え方」（高齢顧客へ

の勧誘による販売に係るガイドライン）の一部改正について、平成 28年６月 14日から同年７月８

日までの間、パブリック・コメントの募集を行いました。 

この間に寄せられた意見・質問（６件、３社）及びそれらに対する考え方は、以下のとおりです。 

項番 該当 

箇所 

意見・質問 考え方 

１ ４． 

Ｑ４ 

 担当営業員が、「インターネット取引

は、店頭取引に比して手数料が安い」

旨を客観的な事実として説明した後、

顧客がインターネット取引を選択し、

顧客自身がＩＤとパスワードを入力し

てログインするとともに、「銘柄」及び

「数量又は金額」を入力して発注した

場合、「自発的な意思によりインターネ

ット取引を選択し、発注する行為」に

該当すると考えてよいか。 

高齢顧客に対して勧誘留意商品の勧誘

を行う場合は本ガイドラインの趣旨を

踏まえて、社内規則に則った手続きによ

り行う必要があります。また、その結果

として行われる取引については、当該手

続きの履行状況等について、モニタリン

グを行う必要があります。その中で、勧

誘時又はそれ以降に、客観的な事実とし

て手数料を説明した結果、顧客がインタ

ーネット取引を選択した場合は、「自発

的な意思によりインターネット取引を

選択し、発注する行為」に該当すると考

えます。 

 

２ ４． 

Ｑ４ 

 以下のＡ～Ｃの各タイミングで、担

当営業員が「取引方法（店頭、電話、

インターネットの別）を説明し、顧客

がインターネット取引を選択」し、顧

客自身がＩＤとパスワードを入力して

ログインするとともに、「銘柄」及び「数

量又は金額」を入力して発注した場合、

全て「自発的な意思によりインターネ

ット取引を選択し、発注する行為」に

顧客に対して、取引方法の別を説明する

行為は、当然に必要なものであり、その

説明のタイミングが問題となることは

ないと考えます。 

ただし、担当営業員が、高齢顧客への勧

誘による取引に関する社内手続きを回

避するために、インターネット取引に誘

導する目的で説明を行う行為は、どのタ

イミングで行われたとしても本ガイド
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項番 該当 

箇所 

意見・質問 考え方 

該当すると考えてよいか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラインの趣旨に反することは言うまで

もありません。 

 

３ ４． 

Ｑ４ 

担当営業員によるインターネット取引

への「誘導」とは、勧誘前の役席者に

よる承認を受けた後のことが記載され

ているのであって、そもそもの勧誘前

の役席者による承認の手続き自体を回

避しようとするための「誘導」を想定

しているものではないと考えてよい

か。 

今回の改正で示している事例は、役席者

による事前承認後、担当営業員が勧誘を

行った場合において、翌日以降の役席者

による受注等の手続きを回避するため

に「誘導」を行う行為が本ガイドライン

の趣旨に反していることを示したもの

です。なお、実際には勧誘を行っている

にも関わらず、役席者による事前承認を

回避する行為があってはならないこと

は言うまでもありません。 

 

４ ４． 

Ｑ４ 

『一方、担当営業員による勧誘後、高

齢顧客が自発的な意思によりｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

取引を選択し、顧客自身がＩＤとパス

ワードを入力してログインして、「銘

柄」及び「数量又は金額｣を入力して行

うものは、翌日以降の役席者による受

注及び約定結果の確認・連絡の手続き

は必要ない。』とあるが、平成 25年 10

月 29 日のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｺﾒﾝﾄの結果の項番

82に、『商品説明を受けた高齢顧客が、

説明を受けた時点では決断をせず、そ

ご質問の趣旨が定かでありませんが、取

引形態に関わらず、顧客からの自発的な

注文に先立って行われた｢勧誘｣との関

連性が相当程度認められる場合には、本

ガイドラインで示す勧誘に係る手続き

（「翌日以降の受注」等）が必要になる

と考えます。反対に、勧誘後に顧客が自

らの意志により発注を行うことが明ら

かである場合については、本ガイドライ

ンで示す受注に係る手続きは必要ない

ものと考えます。 

Ａ 

役 席 者 に よ る 承 認 

個 別 商 品 の 説 明 
 

顧 客 に よ る 購 入 の 意 思 決 定 

Ｂ 

Ｃ 
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項番 該当 

箇所 

意見・質問 考え方 

の後、自分から電話をかけて当該商品

の購入を申し込んできた場合、顧客が

熟慮の上で自ら銘柄等を指定して取引

を希望しており、本ガイドラインの対

象外と考えられるがどうか。』の質問に

対して、『顧客からの自発的な注文に先

立って行われた｢勧誘｣と関連性が相当

程度認められる場合には、本ガイドラ

イン示す勧誘に係る手続きが必要にな

ると考えられる。』との回答であるが、

自らの意思で電話をかけて発注するの

と、ログインして発注するのは同じで

あると思う。 

 

今回の改正において、『担当営業員によ

る勧誘後、高齢顧客が自発的な意思によ

りインターネット取引を選択し、顧客自

身がＩＤとパスワードを入力してログ

インして、「銘柄」及び「数量又は金額」

を入力して行うもの』については、顧客

からの自発的な注文であることが明ら

かであることから、本ガイドラインで示

す受注に係る手続きについては不要で

あることを明らかにするものです。 

 

 

５ ４． 

Ｑ４ 

「誘導」とは、担当営業員が、高齢顧

客にネット端末を操作させ、担当営業

員の指示通りに発注させるといったよ

うに規制逃れが明らかな場合が該当す

るのであり、例えば、担当営業員が高

齢顧客に勧誘する際、対面による取引

に加え、インターネット取引でも発注

できるといった発注手段を案内するこ

とは「誘導」に該当しないと考えて良

いか。 

個別事例に即して実質的に判断される

べきものと考えますが、お示しいただい

た事例に限らず、インターネット取引に

関する説明が、翌日以降の役席者による

受注等の手続きを回避するために行わ

れるのであれば、「誘導」に該当すると

考えます。 

ただし、高齢顧客に対して、単に取引方

法や各取引における手数料を案内する

行為については「誘導」に該当しないと

考えます。 

 

６ ４． 

Ｑ４ 

モニタリングの対象・方法は各社に任

されているものと考えるが、例えば、

モニタリングの方法として、勧誘前の

役席者による承認を受けた後に、担当

営業員による勧誘と同日に当該顧客に

よるインターネット取引の約定がある

モニタリング方法等については、各社の

業態等の実情に応じて実施する必要が

あると考えます。 

翌日以降の役席者による受注の手続き

を回避することが営業員による誘導の

目的のひとつであることを踏まえれば、
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項番 該当 

箇所 

意見・質問 考え方 

場合には、内部管理責任者等が、担当

営業員に誘導がないかをヒヤリングに

より確認する方法で足りると考えてよ

いか。 

モニタリングの方法としては、ご記載の

ように、勧誘と同日の約定を中心に抽出

することが考えられます。 

また、例えば、担当営業員が高齢顧客に

勧誘を行った後、同日を含め一定期間内

に当該顧客よりインターネット取引で

発注されている場合を抽出し、担当営業

員による誘導がないかを確認する方法

等が考えられます。 

なお、確認方法について、担当営業員へ

のヒヤリングのみで足りるかについて

は、勧誘方法や取引の実態等に合わせ

て、例えば必要に応じ通話録音の確認を

行う等、有効な方法を実施いただくこと

が考えられます。 

 

 

以  上 
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